2008年度「労働法」（水町）

第17回　労働時間（text240-259）
１　労働時間法制の意義と現状
　　○労働時間法制の目的
　　○日本の労働時間をめぐる問題の現状
　　○日本の労働時間法制の全体像
２　労働時間制度の基本的枠組み
2.1　労働時間の概念
　　○職務性（「労働」）

　　○使用者の関与（「させ（る）」）

　　　＃51
2.2　労働時間・休憩・休日の原則

　　○法定労働時間（労基法32条、40条）
　　○休憩（労基法34条）

　　　＊労働者の休憩時間中の行動に使用者は制約をかけることができるか？
　　　　＃76
　　○休日（労基法35条1項・2項）
　　　＊休日振替はいかなる要件の下で可能か？

　　　　＃57

2.3　適用除外
　　○労基法41条
　　　＊「管理監督者」（2号）とはいかなる範囲の者をいうか？
事例　モグモグバーガーの直営店で店長をしている藤田さんは、会社の規則上「管理監督者」として取り扱われ、店長として年額635万円（評価によって580万円から590万円まで変動する）の賃金を支給されているが、週40時間・1日8時間を超える労働に対する割増賃金は支給されていない。藤田さんはモグモグバーガーに対して割増賃金の支払いを請求することができるか。なお、店長である藤田さんは、店舗の責任者としてアルバイトの採用・勤務シフト決定等を行っているが、企業経営全体にかかわる職務や権限は付与されていない。また、店長の勤務スケジュールは店長自身が決定できることになっているが、実際には店舗の管理等のため週40時間を超える労働が月100時間を超える場合があるなど、藤田さんは相当長時間の労働を余儀なくされている。店長の賃金は、店長のすぐ下の地位にある（管理監督者として扱われていない）アシスタントマネージャーの賃金（時間外割増賃金を含み平均年額590万円）よりも一定程度高いものとして設定されているが、店長としての評価やアシスタントマネージャーの時間外労働時間数によっては両者が逆転することもある。
2.4　時間外・休日労働
2.4.1　要件
　　◎労基法上の要件

　　　　○非常事由による時間外・休日労働（労基法33条）

　　　　○労使協定による時間外・休日労働（労基法36条）

　　　　　　・36協定に記載すべき事項（労基則16条、17条）

　　　　　　　←時間外労働の限度に関する基準（平成10年労働法告示第154号）
　　　　　　・36協定の効果
　　◎契約上の根拠

　　　＃54
2.4.2　割増賃金
　　◎割増率

　　　　○時間外・休日労働に対する割増賃金（労基法37条1項、割増賃金令）

　　　　　　←労基法改正案
　　　　○深夜労働に対する割増賃金（労基法37条3項）

　　◎計算

　　　　○時間外・休日労働と深夜労働が重複する場合（労基則20条）
　　　　○割増賃金の算定基礎

・「通常の労働時間・労働日の賃金」（労基法37条1項・3項、労基則19条）

　　　　　　・除外される賃金（労基法37条4項、労基則21条）
　　　　＊割増賃金の支払いに代えて一定額の手当を支払うことや、通常の賃金のなかに

含めて定額払いすることは可能か？

　　　　　＃56

探究　日本の長時間労働問題を解決するために、どのような法政策をとるべきか？
３　労働時間制度の特則―労働時間の柔軟化
3.1　法定労働時間の柔軟化
3.1.1　変形労働時間制

　　◎3つのタイプ

　　○1か月単位（労基法32条の2）

　　　　○1年単位（労基法32条の4）

　　　　○1週間単位（労基法32条の5）

　　◎要件

　　　　○所定労働時間の事前特定の要否

　　　　○労使協定の要否

　　　　○労働時間の上限規制の有無

3.1.2　フレックスタイム制

　　労基法32条の2

3.2 労働時間の算定に関する特則
3.2.1　労働時間の通算制

　　労基法38条1項

3.2.2　坑内労働の坑口計算制

　　労基法38条2項
3.2.3　労働時間のみなし制

◎事業場外労働のみなし制（労基法38条の2）

◎裁量労働のみなし制

　　○意義・効果

　　○専門業務型裁量労働制（労基法38条の3）

　　　　①厚生労働省令で定める業務（限定列挙）
　　　　　　②労使協定の締結
　　　　　　③健康確保措置、苦情処理措置

　　　　○企画業務型裁量労働制（労基法38条の4）

　　　　　　①事業運営に関する企画・立案・調査・分析で労働者の裁量に委ねる業務

　　　　　　②労使委員会の委員5分の4以上の多数による決議
③健康確保措置、苦情処理措置

④当該労働者の同意
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